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〒101-0062　東京都千代田区神田駿河台1-8-11 所属部署

採用予定人数

体育系専門学校・体育大学・体育系学部卒業　またはそれに準じる卒業資格がある方　新卒、既卒不問

試用期間

採用予定日

公益財団法人東京ＹＷＣＡ　職員募集要項

法人所在地 代表者

法人の概要

法人の主な
事業内容

従業員数

尾崎 裕美子

土岐 祥子

勤務地

業務内容

資格・条件

賃金

福利厚生

応募

℡：03-3293-5421（代）

公益財団法人東京ＹＷＣＡ　     http://www.tokyo.ywca.or.jp

基本給
月額223,000円（2025年3月、短期大学、専門学校新卒者）
月額230,000円（2025年3月、4年制大学新卒者）＊既卒の場合は年齢、職歴、経験を考慮します。
通勤手当（当法人規定による）　賞与（年2回予定）　退職金制度あり

【提出書類】　①自筆履歴書（写真貼付）　　②職務経歴書　　　③資格がある方は資格書コピー
③作文「私について」（800～1200字様式自由）
＊不採用の場合、応募書類の返却はいたしませんが、当法人で責任をもって廃棄します。
【応募締切】随時受付　書類選考の上、通過者に面接（対面）日時を通知します。
【応募方法】電話連絡の上、上記書類を封筒表面に「応募書類」と明記し下記へ郵送してください。
【送付先・連絡先】〒101-0062　千代田区神田駿河台1-8-11　公益財団法人東京YWCA
財団管理部総務課　採用担当宛　℡：03-3293-5435　e-mail：ywca-q@tokyo.ywca.or.jp

所定労働時間　週37時間（実働）　＊9:15～21:30の間でシフト勤務　

日曜を含めて週休2日、祝日、クリスマス（12/25）、年末年始（12/29～1/5）

年次有給休暇、産前産後休暇、子の看護休暇、介護休暇、特別休暇（慶弔等）

あり（6カ月）　労働条件の変更なし

勤務時間

休日

休暇

東京ＹＷＣＡ（ワイダブリュー・シー・エー／Young Women's Christian Association)は1905年に設立されま
した。東京ＹＷＣＡは青少年と女性にフォーカスし、人権、健康、環境が守られる平和な世界を実現することを
目的に世界の仲間とともに活動しています。

平和と人権事業、青少年育成事業、女性の健康事業
（フィットネス）、社会福祉事業（認可保育園、学童クラブ
等）、その他会員によるボランティア活動

77名
（正職員　2025年4月現在）

女性専用フィットネスクラブの運営業務全般
（プール監視、実技指導、企画立案、安全管理、利用者対応など）

ＹＷＣＡフィットネスワオ

期間の定めなし

女性の健康事業部

若干名

正職員

日赤水上安全法救助員、健康運動実践指導者、健康運動指導士などの資格があれば尚可

随時

健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険、退職金制度
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